
金
調
停
古
蹟
志
巻
廿
三

の
漣
よ
り
日
中
鼠
捗
敷
集
り
、
入
品
川
一
迫
梯
ひ
け
る
蕗
.
倫
々
多
-
〈
集

り
、
甚
だ
奇
怪
成
事
に
付
、
町
曾
所
へ
届
に
及
ぷ
。
と
い
ふ
事
見
ね

た
り
。
按
宇
る
に
、
鼠
の
怪
異
は
‘
是
よ
り
さ
き
能
登
口
郡
に
も
あ

り
。
年
譜
に
云
ふ
。
元
文
二
年
二
月
能
州
鹿
柏
崎

-m咋
之
郡
地
鼠
移
敷

出
で
、
山
々
木
之
根
・
笹
之
根
等
を
喰
荒
す
。
凡
三
百
八
・
九
十
村
鼠

之
容
を
譲
る
。
後
に
は
牛
・
馬
を
も
喰
ひ
、
第
に
鎗
候
由
。
共
の
鼠
之

形
容
、
常
之
鼠
よ
り
は
足
短
〈
、
毛
色
も
種
々
有
v
之
、
資
色
・
旋
毛
・

虎
生
も
有
v
之
。
於
二
宮
-
新
時
有
v
之
慮
.
何
方
へ
散
じ
候
哉
相
止
む
。

或
は
云
ふ
。
海
中
よ
り
上
り
た
り
と
い
へ
り
と
。

O
菓
子
商
井
波
屋
侮

井
波
屋
は
、
越
中
井
波
よ
り
出
で
、
此
の
地
に
開
局
し
て
.
干
菓
子

を
製
越
す
。
是
金
揮
に
於
け
る
干
菓
子
の
本
家
た
り
と
い
へ
り
。
僻

訟
に
云
ふ
。
井
波
屋
が
元
胞
は
越
中
国
婦
負
郡
八
尾
の
住
人
に
て
、

共
の
始
祖
は
南
朝
の
時
勤
王
た
り
し
捕
の
一
減
、
菊
井
左
馬
助
と
い

ふ
人
の
後
帝
た
り
。
教
代
λ
尾
に
土
着
せ
し
慮
、
後
同
国
磁
波
郡
井

波
へ
移
住
し
て
、
干
菓
子
の
製
法
を
習
ひ
得
て
菓
子
商
質
を
た
し
け

る
底
、
利
常
卿
の
時
井
波
よ
り
菓
子
師
を
召
さ
れ
し
に
‘
召
に
感

じ
金
津
へ
出
で
、
御
用
の
菓
子
を
製
浩
し
、
直
に
金
津
に
居
止
り
‘

越
路
よ
り
み
や
げ
の
禽
の
う
へ
に
ま
で

文
字
を
見
せ
た
る
加
賀
の
落
雁

葎
の
屋
八
震
丸

民
自
た
る
雲
は
ふ
れ
ど
も
盤
形
に

文
字
を
ぽ
見
す
る
加
賀
の
落
雁

梅

花

垣

自
飴
脱
伊
之
。

O
手

判

問

屋

萄
務
中
は
金
海
通
行
の
他
国
放
入
、
越
中
境
関
所
通
行
の
遇
書
を

ば
、
金
滞
町
奉
行
よ
り
指
出
す
規
則
に
て
‘
右
越
寄
の
取
次
所
を
乎

判
問
屋
と
稀
し
、
金
棒
中
に
七
入
居
た
り
。
白
山
屋
小
兵
衛
・
捌
屋

八
郎
平
以
下
多
分
石
浦
町
に
居
住
し
、
各
居
宅
に
於
て
渡
し
け
り
。

元
総
十
五
年
十
二
月
務
主
網
紀
卿
ま
り
帯
ね
に
付
・
金
津
町
奉
行
よ

り
言
上
容
に
‘

営
町
手
判
問
屋
七
入
、
先
年
は
放
人
御
閥
所
通
切
手
乞
申
時
分
.
放

人
よ
り
請
合
貨
を
問
屋
共
方
へ
取
候
而
‘
町
奉
行
へ
及
v
断
、
遇
切
手

を
受
取
、
按
人
b
相
渡
候
。
然
所
、
寛
文
八
年
よ
り
、
向
後
右
之
賃

銀
取
申
間
敷
山
‘
年
寄
中
よ
り
申
渡
指
止
申
候
。
左
候
へ
ば
問
屋
共

金
滞
古
蹟
志
巷
廿
三

..... 
r、

此
の
地
に
菓
子
庖
を
開
き
、
井
波
屋
と
mm
し
、
井
波
落
雁
等
の
干
菓

子
を
製
治
す
。
是
金
蝿
仰
に
於
て
干
菓
子
商
庖
の
起
原
た
り
と
い
へ

り
。
貞
享
年
中
に
綱
紀
卿
よ
り
御
等
ね
に
付
書
上
げ
た
る
由
緒
番
の

拘
を
ぽ
、
後
々
ま
で
家
磁
す
と
云
ふ
。
共
の
家
文
化
年
中
ま
で
連
締

せ
し
か
ど
、
後
零
落
し
、
家
・
商
貸
共
小
倉
屋
清
右
街
門
と
一
民
ふ
者
へ

譲
り
退
去
す
。
小
倉
屋
も
亦
零
落
し
て
、
家
・
商
寅
共
米
屋
奥
三
次
と

去
ふ
者
へ
譲
り
、
世
々
菓
子
庖
た
り
し
か
E
、
維
新
の
際
家
屋
を
段

ち
、
明
治
廿
三
年
伊
勢
榊
宮
を
後
地
に
勧
締
し
て
、
今
は
共
の
遺
跡

も
た
し
。
井
波
屋
が
子
孫
は
‘
井
波
屋
多
四
郎
と
稿
し
、
今
町
民
中

買
商
貨
を
な
し
居
た
り
し
か
ど
、
今
は
共
の
子
孫
鮮
か
た
ら
宇
と
い

へ
り
。
抑
，
干
菓
子
は
、
越
中
井
波
の
名
産
に

τ、
文
政
五
年
郡
方
よ

り
書
出
し
た
る
越
中
産
物
品
書
上
根
に
も
‘
御
所
落
雁
井
菓
子
磁
波

郡
井
波
町
に
出
来
仕
る
と
あ
り
。
御
所
落
雁
は
.
干
菓
子
の
最
上
な

る
を
稀
し
‘
共
の
形
は
糸
巻
た
り
。
故
に
井
波
の
糸
巻
落
雁
と
も
呼

ぺ
り
。
然
る
に
彼
の
井
波
屋
の
先
代
金
滞
へ
出
で
、
初
て
御
所
落
雁

を
製
治
し
、
共
の
形
を
銭
形
に
な
し
た
り
。
故
に
盤
形
落
雁
と
呼
び
、

他
国
に
て
は
加
賀
の
落
雁
と
呼
ぴ
て
、
金
部
の
名
産
と
せ
り
。

狂
歌
日
本
風
土
記
に
、
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姐骨

字
紙
を
費
し
‘
商
貨
に
も
つ
か
へ
申
儀
に
御
座
候
故
、
登
人
民
五
百

回
宛
毎
年
被
ν
下
ν
之
候
。

十
二
月
九
日

湯

膳

小
塚
八
右
衛
門

又
町
曾
所
横
目
・
肝
煎
緒
事
留
艇
に
左
の
如
く
あ
り
。

営
町
方
之
女
御
手
判
被
v
下
候
時
分
、
向
後
雨
御
奉
行
所
御
連
判
に
而

被
v
下
替
に
候
僚
、
組
合
中
よ
り
御
鵠
綬
文
は
、
何
月
何
日
に
罷
立
申

度
旨
、
四
・
五
日
以
前
に
指
上
可
v
申
候
。
亥
九
月
朔
日
よ
り
、
右
之

遇
可
a
相
一
心
得
-
皆
被
a
仰
渡
-
候
事
。

八
月
廿
四
日
貨
永
四
年
也
。

他
国
b
、
御
賞
地
町
方
之
者
、
御
手
判
を
申
請
罷
出
候
節
、
与
合
中

御
締
合
殻
文
に
何
方
b
罷
越
申
候
皆
、
委
細
に
書
紋
可
-
申
皆
、
被
昌
仰

渡
議
事
。子

四
月
十
四
日
.
享
保
五
年
也
。

原

主

境
闘
所
通
行
方
定
寄

っ
人
持
之
与
頭
井
前
回
三
左
衛
門
・
今
枝
民
部
・
前
回
丹
後
家
来
御

関
所
遁
候
刻
、
主
人
之
渇
書
。
偲
主
人
他
国
御
供
伎
に
参
、
不
=
有
合
-

節
者
、
粂
而
判
鑑
遁
置
候
家
来
之
者
.
以
=
手
形
-
可
v
被
=
相
通
-
事
。

七




